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英
國
に
於
け
る
戰
時
の 

勞

働

不

安(

下)

:

:

パ
：
.
堀

：江':
'
.
歸

一

パ彐委員會の提案

本
委
員
會
は
非
常
の
事
：變
の
生
じ
つ
、
あ
る
の
間
調 

査
の
步
を
進
め
た
り
。
今
や
戰
邵
は
社
會
の
狀
況
に
大 

な
る
變
化
を
1

ら
せ
る
.

の
み
な
ら
す
、
世
人
の
製
望
し 

つ
’

あ
る
產
業
上
の
改
造
も
亦
*

際
政
治
の
問
題
た
ら 

ん
と
す
る
の
趣
あ
り
。
，思
ふ
に
平
和
の
到
來
は
改
造
の 

時
期
を
招
致
す
可
く
、
產
業
上
の
方
而
に
於
て
、
狀
況 

の
異
な
る
も
の
あ
る
可
し
。
生
産
の
方
法
を
革
新
す
る 

の
必
耍
は
旣
往
ニ
年
間
に
偶
發
し
た
る
事
實
に
依
て
、

二
苒
な
ら
ず
主
張
せ
ら
れ
、

一
方
に
軍
需
品
の
製
造
«

英
國
產
業
組
織
に
改
造
を
喪
す
る
乙
と
を
證
W

し
た
り 

此
大
岡
題
を
解
決
す
る
爲
め
に
、
本
委
員
會
は
下
記
の 

提
案
を
公
に
せ
ん
と
す
。
固
ょ
り
委
.員
會
の
期
す
る
所 

は
調
和
あ
る
經
濟
龃
織
に
#

ふ
裉
本
原
則
を
定
め
、
產 

~

業
上
の
不
安
に
關
す
る
開
題
0

解
決
せ
£

る
、
に
先
だ 

ち
、

1

是
等
の
原
則
を
特
殊
の
事
業
に
適
用
せ
ん
と
す
る 

も
の
に
し
て
、
其
原
則
を
說
明
す
る
に
當
办
、
左
の
諸 

項
に
問
題
を
分
穴
ん
。

(!
)

傭

者

幷

に

勞

働

著

の

態

度

幷

に

觀

测
 

\ 

紛
議
に
處
す
る
機
關 

.

| 

S

產
業
の
組
織
.

(4
)

戰
後
の
經
營 

r

第
一
、
傭
潘
幷
に
勞
働
遨
の
態
度
幷
に
觀
測
。
傭
者 

幷
に
勞
働
著
は
互
に
輕
快
な
る
態
度
を
以
て
、
產
業
上 

の
間
題
に
對
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
彼
等
の
代
表
者
が
事 

を
議
す
る
場
合
に
も
亦
然
5

。
蓋
し
産
業
上
の
紛
議
を

醸
す
可
き
]̂

題
を
議
す
る
に
當
6

、
當
事
者
の
態
度
の 

輕
快
な
る
甫
き
は
、
委
員
會
に
意
見
を
陳
述
し
/
a

る
人

第
十
一
饴

(

一三四$

雜
錄
英
國
に
於
け
る
戦
晞
の
努
働
不
安

 

笫
十
號
 

九五



笫
1

卷

2

三
四
六〕

雜

錄

英

國

に

於

げ

る

戦

咿

の

勞

勐

不

安

自
十
賊

九
六

^ 1

士
の
多
數
の
認
む
：る
.

所
に
し
て
、
從
來
當
事
者
間
P

存 

し
た
る
.

疑
惑
の
如
&

、‘
要
す
る
■に
無
識
の
結
果
と
す
可 

き
も
の
な
り
。
思
ふ
に
日
常
働
^

と

勞

働

遨

と

離
!®
し 

た
る
生
®

を
營
む
以
上
は
、
彼
等
が
理
想
に
於
て
、
栩 

背
馳
す
る
は
已
む
を
得
ざ
る
所
に
®

し
、
彼
等
が
互
に 

有
す
る
階
級
的
意
識
は
栩
互

の

接

觸

幷

.
に

自

由
の
討
議 

に
依
ら
ざ
.

れ
ば
、
之
を
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
甚
だ
困
離 

な
り
と
す
可
く
、
然
も
斯
る
方
法
に
依
て
、
彼
等
の
間 

に
挪
解
を
生
ず
る
は
、
勞
働
不
安
の
間
題
を
解
決
す
令 

に
、
.

最
も
必
要
な
り
と
云
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。

' 

而
し
て 

此
目
的
を
達
す
る
に
は
、
當
事
漭
が
單
に
解
決
す
可
き 

_

件
ぁ
b

、
又
紛
議
の
现
に
起
れ
る
時
の
み
に
止
ま
ら 

す
、
双
方
の
刺
害
に
關
係
す
る
產
業
組
鐵
の
問
題
を
議 

す
る
爲
め
に
、
時
々
會
合
す
る
を
必
要
と
し
、
且
つ
興 

會
合
た
‘

る
、
紛
議
を
囘
避
す
る
が
如
き
消
極
的
性
質
に 

非
す
し
て
、
積
極
的
建
設
的
の
も
の
た
ら
•ざ
る
可
か
ら 

ず
。
今
日
彼
等
が
會
合
す
る
や
、
反
對
者
た
る
の
態
度 

を
以
て
.

す

る

を

.常

と

す

？

.
斯

の
.

如
く
し
て
相
互
の
間
に

趣
解
を
生
ず
.

る
が
如
.
き
、
望
む
可
か
ら
ざ
る
所
に
厕
す 

」

可
し
。
特
殊
の
事
業(

に
於
け
る
傭
潘
勞
働
者
の
會
合
の 

如
き
、
其
利
導
宜
し
き
を
得
る
と
き
は
、
產
業
生
活
.に 

於
て
一
の
親
#

あ
る
事
件
た
る
可
<
、
储
潘
に
し
て
產 

業
上
'

の
狀
況
：に
關
す
る一

切
の
情
報
中
勞
働
奢
の
知
る 

可
き
も
の
を
彼
等
に
示
し
、
疑
惑
ビ
不
安
と
を
除
く
に 

勉
め
ん
か
資
本
勞
«

間
に
於
け
る
諒
解
を
得
る
こ
と
容 

易
な
る
可
し
.。
平
和
の
到
來
と
共
に
幾
多
産
業
上
の
卯 

題
發
生
し
、
其
解
決
を
要
す
る
は
勿
論
に
し
て
、

菩
人 

.

は
國
民
と
し
て
斯
る
：新
狀
態
に
當
る
の
準
備
な
か
る
可 

か
ら
ず
。
蓋
し
今
囘
の
事
變
抵
傭
者
勞
働
卷
の
双
方
に 

建
設
的
會
合
を
起
す
可
き
，機
會
を
與
へ
た
る
の
み
な
ら 

f

國
民
全
體
0

幸
賴
：に
關
係
あ
る
！？
題
に
處
す
る
の
. 

義
務
を
負
味
し
め
た
れ
ば
な
6

。

傭
*

に
し
て
產
業
上
の
問
題
‘の
解
決
に
資
せ
ん
と
す 

る
に
.

は
、
單
に
每
週
勞
働
者
の
收
む
る
®
®
の
额
の
み 

な
ら
ず
、
勞
働
の
費
用
に
就
て
、
考
慮
す
る
所
な
か
る 

可
か
ら
^

。
最
も
低
廉
な
る
勞
カ
.は
最
も
高
く
支
挪
は

I

I漏

1p

I
|
I

fe

I

I

!

1
4

る
、
勞
カ
な
る
.

の
事
實
は
從
來
經
擊
潘
の
唱
導
ず
る
h 

所
な
る
と
共
に
、
多
數
の
傭
者
に
依
て
承
認
せ
ら
れ
た 

る
が
、
總
て
の
傭
^

が
此
.

事
實
を
知
る
.は
最
も
必
耍
な 

ぅ

。

思

ふ

に

生

產

费

を

節

減

す

る

は

傭

*-
の

任

務

と

す
 

る
所
に
し
て
、
而
じ
て
勞
働
は
.

此
费
用
中
の
重
大
な
る
.
一
 

も
の
な
り
。
然
も
離
業
に
關
係
ぁ
る
勞
働
恶
の
幸
福
は 

生
逄
费
の
節
減
ょ
6

も
、
：见
に
重
大
.

に
し
て
、
其
幸
福
、
 

は
賃
銀
を
上
ぐ
る
こ
マ
し
に
依
て
>.
之
を
全
ぅ
す
る
を 

得
べ
く
、

！

方
に
貧
鈒
を
引
下
げ
.

ず
し
て
、
勞
働
の
費 

用
を
節
約
す
る
に
は
、
勞
働
潘
を
し
て
其
最
善
ビ
す
る

\ 

所
を
盡
3

し
む
る
.

を
必
要
ミ
し
、
勞
默
者
が
生
產
高
に 

加
へ
來
れ
る
制
限
を
除
却
ず
る
が
如
き
も
、
此
點
に
於 

て
其
實
行
の
急
を
吿
ぐ
可
，し
。

.

固
ょ
6

是
等
の
制
限
，の

| 

不
可
な
る
や
論
を
俟
た
ず
ど
雖
：も
、
勞
働
者
が
斯
る
處 

置
に
出
づ
る
は
俯
者
が
生
産
せ
&

る
フ

貨
物
に
於
け
る 

勞
働
の
.

费
用
を
願
み
ず
、
獨
b

賃
銀
の
高
の
み
を
意V

J

 

. 

7
*
\

る
0

態
度
に
.»1

戟
せ
ら
れ
^

ふ
知
.

の
少
な
し
せ
.す
. 

故
に
傭
者
に
じ
て
•斯
る
：態
度
を
改
め
ん
‘

か
、
勞
働
^

亦
：

生
產
高
に
ft

す
る
制
■

の
倣
去̂

僻
せ
ざ
る
可
ぐ
、

0

 

る
傭
者
®

如
き
は
夙
に
此
事
實
を
認
め
、
週
末
勞
働
者 

が
多
'
額
の
.

賃
銀
を
得
.

る
を
見
て
、
滿
足
の
意
を
表
す
る 

も
の
あ
り
。
然
れ
ど
も
多
數
の
傭
*
は
斯
の
如
く
爲
ら 

ず
、
職
丁
}

組
合
の
制
限
政
'

策
を
變
風
す
る
ミ
共
に
、
傭 

者
亦
態
度
に
改
む
可
き
も
O'

あ
6

す
。

K

に
傭
者
勞
働
者
の
双
方
R

取
つ
て
必
f

る
は
、 

彼
等
が
經
濟
學
'の
根
本
的
事
實
幷
に
原
則
を
知
る
こ
マ」 

是
怍
な
6

。
蓋
し
彼
等
が
相
互
の
滞
題
を
理
解
し
、
又 

產

業

上

の
u

於
け
る
態
度
を
改
む
る
に
はi

に
敎 

育
の
改
良
に
待
たH

.

る
可
か
ら
ず
。
最
も
重
要
な
る
は 

普
通
敎
育
に
し
て
、
此
以
外
に
經
濟
學
も
亦
一
般
に
益 

す
る
も
の
あ
る
可
，く
、
傭
者
は
商
エ
業
に
伸
ふ
原
則
を 

勞
働
者
は
Ml

：
會
上
經
濟
上
.j

般
の
問
題
に
就
て
、
硏
究 

す
可
し
。
彼
等
の
硏
究
に
し
て
全
か
ら
ん
か
、
双
方
に 

於
け
，る
：階
級
戰
爭
の
傾
向
を
杜
絕
し
、
利
害
の
衢
突
を 

避
げ
て
：、
却V

其
調
和
を
來
す
可
き
を
疑
は
ず
。

第

r
l
、
' 

紛
議
：に
，處
ず
る
機
關
。1
各
產
業
に
於
け
る
勞

第

十

號
' 

,九
セ
.

$

1

卷

(

一
三
四
七)

雜

錄
英
國
じ
於
け
る
陬
時
の
勞
働
，不
银



1— r .，.."■一…■，一，* 十

第

十一

卷

(

一
三
四
八

)

離

0

英

國

に

於

け

る

戦

時

の

勢

働

不

安
#;
十
號 

九
八

働
漭
幷
に
.

傭
者
は
咎
自
の「

組
織
を
摘
張
し
、
協
力
以V

 

其
產
業
の
行
は
る
、
狀
況
を
改
良
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

. 

傭
*

組
合
幷
に
職
エ
組
合
を
完
成
す
る
に
は
、
總
て
當
. 

該
產
業
に
從
事
す
る
者
を
強
制
しV

、

組
合
員
れ
ら
し 

む
る
の
說
あ
れ
ど
も
、
斯
の
如
き
は
却
て
太
な
る
弊
害 

の
#

ふ
恐
れ
あ
る
を
以
て
、
寧
ろ
今
日
に
於
て
は
、
第

|

 

マ
國
家
ゆ
傭
者
»

合

幷

に

職

エ

組

合

を

公

認

す

..る
こ
ミ 

第
二
是
等
の
幽
體
が
賃
鈒
ヽ
勞
働
時
間
、
勞
働
狀
態
等

\ 

に
就
て
意
見
を
交
換
し
、
其
間
に
二
致
を
得
た
る
ミ
き 

に
は
、
其
約
定
の
效
：果
を

I

地
方
に
於
け
る
全
體
の
產 

業
に
及
ぼ
し
、
之
に
違
背
し
た
る
も
の
を
處
罰
す
る
t

 

\ 

ビ
のr

l

點
を
肝
耍
な
ヶ
ビ
す
。
固
ょ
り
斯
る
手
段
行
は 

る
、
も
、
©

々
の
傭
*

幷
に
勞
働
*
は
特
棘
の
琪
業
を 

支
配
す
る
組
合
に
如
入
す
る
に
^

•'
i

：
自
*

な
る
可
し
ぐJ

'

 

雖
も
ヽ
公
認
組
合
間
の
約
定
の
行
は
る
、
地
方
の
産
業 

に
»]
係

せ

ん

ビ

す

る

*

は
必
t'
約
定
に
服
從
す
る
乙

V
J

 

を
强
要
せ
ら
る
、
に
至
る
对
し
。

次
^
紛
議
に
議
す
る
機
關
ミ
し
て
必
喪
な
る
は
谷
產

業
に
於
け
る
永
久
の
聯
合
委
員
會
に
し
て
、
總
て
傭
潘 

■

勞
働
*

間
に
於
け
る
普
通
の&

件

は

此

委

員

會

.に
於
て 

攻
究
せ
し
む
る
を
要
す
。
»r

る
委
員
#
を
し
て
成
功
せ 

し
む
る
に
は
、
產
業
#
に
地
方
を
代
表
す
る
も
の
た
ら 

し
め
ざ
る
可
か
'

ら
ず
？
而
し
て
.斯
る
寶
會
の
存
立
は 

傭
者
勞
働
潜
の
双
方
に
於
て
、
各
自
の
權
利
を
艰
認
し 

た
る
戰
據
に
し
て
、
此
委
員
會
を
し
て
跟
に
勞
働
紛
_

 

を
解
決
す
る
の
任
に
當
ら
し
む
る
の
み
な
ら
す
、
產
業 

組
織
の
重
要
開
題
を
攻
究
せ
し
め
ん
か
、
得
る
所
鮮
少 

な
ら
ざ
る
可
し
。
或
は
傭
苕
は
之
を
以
て
勞
働
满
に
與 

ふ
る
に
、
俯
者

w

對
等
の
‘

地
位
を
以
て
す
る
も
の
V?
J

し 

之
を
非
難
す
な
や
"

知
る
可
か
ら
t

/

J

»

も
、
兩
满
共 

に
協
力
?:

要
す
る
仕
事
の
當
事
*

に
し
て
、
假
令
ひ
其 

爲
す
所
は
種
類
に
於
て
異
な
る
も
、
程
度
に
於
て
優
劣 

な
き
以
上
は
、
斯
^
非
雛
の
道
理
な
き
や
論
を
俟
た
ざ 

る
な
b

o

或
は
地
方
委
員
會
の
代
表
*
を
集
め
て
ヽ
中
央
聯
合 

委
員
會
を
組
纖
し
、
前
葙
の
解
決
ず
る
能
は
•ざ
る
問
題
ン

:
:
:

を
後
«

{•
:

於
て
雜
議
せ
し
む
る
も
、
必
耍
な
る
可
：く 
> 

地
方
婺
員
會
の
解
決
す
る
を
得
ざ

6
.

し
問
題
を
政
府
又 

■

は
政
府
の
任
選
し
た
る
圈
體
に
移
牒
し
て
"
裁
決
を
求 

む
る
ょ
り
も
、
中
央
聯
合
委
員
會
の
處
斷
を
求
む
る
を 

以
て
、
適
法
な
り
ビ
す
可
し
。
此
種
の
聯
合
委
員
會
は 

千
九
西
十一

年
工
業
紛
議
調
赍
會
な
る
名
獬
の
下
に
成 

立
し
た
れ
ど
も
、今

H
I

廣
く
利
用
せ
ら
る
、
に
至
ら
ず
、
 

菩
人
は
此
調
裔
曾
の
改
選
行
は
れ
、
傭
潘
幷
に
勞
働
潘 

の
選
擧
し
た
る
代
表
*

を
委
員
ビ
し
、
其
決
議
に
强
制 

的
效
カ
を
有
す
る
に
至
ら
し
む
る

を
至
當
な
り
ビ
.信 

ず
。
耍
す
る
に
傭
，者
幷
に
勞
働
者
は
彼
等
の
組
織
し
た 

る
圆
體
の
決
議
に
對
し
て
、
絕
對
に
服
從
せ
ざ
る
可
か 

ら

ざ

る

な
-cs

 
o

，第
三
產
業
の
組
織
。
傭
者S
勞
働
者
と
の
間
に
協
同 

の
必
要
あ
る
の
事
實
に
就
.て
は
雨
當
事
者
に
於
て
承
認 

せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
資
本
勞
カ
マ

J

は
產
業
に
於
て
相 

侬

賴

す

る

關

係

を

有

し

、

.其

一

は

.他

：の
 

一
R

援
助
を
仰 

が
ざ

れ

ば

何
. ®

を
も
爲
す
能
は
ず
、
雨
者
相
待0
1て
&

業

幷

に

耝

織

；の
河
女
素
た
り
。

產

業

.
R

於
け
る
永
遠
の
苹 

和
は
實
に
南
盏
の
協
同
に
.侬V

維
持
せ
ら
る
y

も
の
な 

う
.0

隨
て
產
業
に
利
用
せ
ら
る
、
資
本
を
減
縮
し
、
勞 

働
の
■

品
質
幷
に
分
量
を
低
下
し
、
企
業
幷
に
組
織
に
對 

す
る
獎
励
を
妨
害
す
る
が
如
き
も
の
あ
ら
ん
か
、
邦
何 

た
る
を
問
は
す
、
產
業
上
の
能
力
を
傷
く
•る
に
兎
る
可 

し
。
蓋
し
產
業
に
於
け
る
當
事
者
の
報
酬
は
產
物
に
依 

て
支
拂
は
る
可
き
，が
故
に
、
産
物
の
分
最
を
減
ず
れ
ば 

自
ら
關
係
者
に
分
配
せ
ら
る
可
き
富
の
分
#

を
«
す
る 

を
免
か
れ
ざ
る
な
う
。
然
&

ば
職
工
組
合
に
：於
て
、
勞 

働
者
の
生
産
高
に
對
し
て
謙
す
る
制
限
は
此
點
に
如
何 

な
る
關
係
あ
グ
や
。
之
を
經
濟
上
ょ
6

考
ふ
る
に
、
勢 

働
者
の
勞
働
力
に
は
；

r

定
の
限
度
あ
，う
て
、
之
を
赵
過 

す
る
ビ
き
に
は
、
肉
'

體
上
に
及
ぼ
す
影
響
に
侬
て
、
全 

體
の
產
物
に
減
却
を
來
す
こV

J

あ
う
。
故
穴
勞
働
者
を 

し
て
其
仕
事
の
爲
.

め
に
、
過
勞
せ
し
め
ず
、
勞
働
の
期 

沿
：に
於
て
、
以
前
の
勞
働
に
依
て
蒙
れ
る
，M -
勞
を
恢
復 

す
:-
5

の
餘
暇
1

有

せ

し

，め
：ざ

る

可

か

ら

ず

。

此

勞

働

期

'

牢

5
 

(

一
三
四
九

)

雜
錄
炎
國
じ
於
け
る
戦
時
の
勢
働
不
资

铋
十
號



奶

十一

卷

(

::
1
5
〇〕

間
の
刺
限
は
紙
驗
^

覜

察

ミ

に

依

て

^

決

定

す

る

を

耍 

ず
れ
ど
4

、
今
日
.
に
於
て
人
の
之
を
知
り
、
又
考
ふ
る 

-」

i

甚
だ
少
な
し
>
/

」
す

。

然

も

^

«

度

以

內

に

產

出

高 

を
制
限
す
る
こV

J

も
亦
產
業
に
對
し
て
有
窖
な
h
o
:故 

に
菩
人
の
意
見
を
以
て
す
れ
ば
、
勞
働
考
が
産
出
高
を 

制
限
す
る
政
策
を
緩
和
す
る
ビ
共
に
、
傭
者
も
亦
仕
事 

を
急
速
な
ら
し
む
る
を
念
ど
せ
ず
、
f

の
產
業
に
於 

て
、
標
準
勞
働
咏
問
ビ
機
械
の
標
準
速
力
と
を
定
め
、
 

傭
栽
幷
に
勞
働
者
の
姐
合
に
於
て
、
是
等
の
標
準
を
承 

認
し
、
組
織
あ
ぅ
、
規
雜
あ
る
產
業
に
之
を
適
用
す
る 

を
以
て
、
當
而
の
急
務
な
b

と
信
す
。
產
業
に
於
て
產 

出
せ
ら
る
ゝ
產
物
が
生
產
'の
諸
要
素
の
協
間
に
依
る
は 

何
人
も
知
る
所
に
し
て
、
特
に
說
明
す
る
を
要
せ
す
、
 

唯
岡
題
ビ
す
る
所
は
如
何
に
し
て
此
座
物
が
諸
要
素
の 

間
に
分
配
せ
ら
.

る
、
や
の一

事
に
し
て
、
資
本
勞
カ
の 

協
同
の
如
き
も
、
常
事
者
が
產
物
分
配
の
割
合
に
滿
足

笫
十
螂
' 

1
0
9

利
用
せ
ら
.

る
；>
«

ポ
の
^
キ
決
定
に
就
て
ご
或
る
提
識 

を
爲
ず
こV

J

を

求

む

る

者

，
の
れ

b

と
.

雖
も
、
齊
人
は
之 

を
必
要
ビ
せ
ざ
り
き
。
藍
じ
相
異
な
れ
る
產
業
幷
に
地 

方
の
事
情
は
到
底
是
等
の
點
に
就
て
、
鋼

一

の
规
則
を 

I

設
く
る
を
許
さ
す
、
而
し
て
吾
人
の
提
■

じ

：た

る

地

方 

j

並
に
中
央
の
聯
合
委
員
會
に
し
v

ff
l

織
せ
ら
れ
ん
が
、 

總
て
の
事
實
を
徵
し
、
各
秫
產
崔
の
運
用
に
關
す
る
事 

項

を

決

定

す

る

を

得

れ

ば

な

：
^
。

.

元

來

資

本

家

と

勞

働

.
*
と

の

協

同

は

產

物

の

分

配

以 

上

に

及

.ぶ

可

き

も

の

な

り

。

蕊

.し

生

産

上

の

課

程

を

逝 

む
る
に
就
て
は
、
兩
漭
の
協
同
を
要
し
、
而
し
て
此
協 

同
た
.

る
、
當
事
者
が
互
に
信
賴
し
て
、
.始
め
て
其
實
现 

を
期
し
得
べ
く
、
ニ
方
に
斯
る
粮
刺
は
當
事
者
が
仕
事 

〈
の
行
は
る
、
狀
浞
を
自
ら
或
る
稗
度
ま
で
支
配
し
つ
、 

あ
.̂

こ
と
を
知
、

C
V

て
、
K

成
せ
ら
る
可
け
れ
ば
な
&

 

o 

然
も
今
日
の
制
度
に
於
て
は
生
產
上
の
課
程
は
：總
て
資 

.

本
家
の
決
定
す
る
所
に
係
う
、
勞
働
者
は
.何
等
之
に
干

し
て
、
始
め
て
行
は
.

る
可
き
も
の
な
り̂

す
。

M

或
ば
本
委
員
會
に
對
しV

、

最
低
赁
鈒
又
は
產
槳
に

與
す
る
能
は
ず
、
若
し
も
資
本
家
の
決
定
し
左
る
所
に

.

. 

.人-
 

•
 

•
 

..

雜

錄

英
！
：

に

於

け

名

戦
^
の
勢
働
不
安
.

不
滿
足
を
感
检
ん
か
、
自
ら
勞
働
力
t

t

退
し
て
、
パ
以 

て
资
本
家
の
讓
步
を
强
要
す
る
の
外
に
出
づ
る
の
遨
を 

存
せ
ざ
る
な
り
。
然
&
ば
如
何
な
る
裎
度
ま
で
勞
働
潘 

を
し
て
產
業
上
の
組
織
'

に
»1

係
せ
し
む
‘

る
.

を
可
能
な
6

 

と
す
る
や
。
.

勞
働
溝
は
'

產
物
の
販
路
の
如
'

き
事
件
に
對 

し
て
は
間
接
の
關
係
を
有
す
名
に
.1
|

:

ま
れ
ど
も
、
他
の 

事
項
^

へ
ばH

場
の
設
備
機
械
の
速
力
等
に
就
て
は
直 

接
の
關
係
を
有
す
可
じ
。
固
ょ
り
紐
織
に
關
す
る
.

職
^

 

例
へ
ば
生
途
の
諸
耍
素
を
.

結
合
し
、
是
等
諸
要
素
の
企 

業
に
於
け
る
御
合
を
.

決
定
し
、
生
産
物
を
消
*

者
の
手 

に
逄
せ
し
む
る
の
諸
點
は
资
本
家
自
ら
之
に
當
ら
ざ
る 

可

か

、
ら

ず

、

_

て
有
能
の
人
士
が
事
務
を
處
理
し
、
所 

W

自3

合
*

の
带
度
I:

維
持
す
る
を
必
要
と
す
可
く
、

J

方
に
貨
物
に
鉢
す
る
！

g

要
、
原
料
品
の
代
價
に
變
動 

#

ら
ん
か
、
機
械
の
»
徽

を

慶

逛

し

、

.
或

は

他

の

生

產
 

要
养
に
對
す
る
機
械
利
用
の
程
度
を
伸
縮
す
る
の
必
要 

を
生
じ
、
是
等
の
諸
問
®
亦
資
本
家
の
剑
斷
に
依
て
、
 

決
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
是
等
の
外
に
资
本 

，第
十1

#.

家
#

働
者
の
協
同
に
侬
て
托
は
る
可
&

X

場
經
罃
の
細 

目
あ
ぅ
て
、
通
例
工
場
長
、
«

エ
谧
#

に
侬
て
決
«
せ 

ら
る
。
'

例
へ
ば
I

働
時
間
に
關
す
る
詳
細
の
決
定
、
体 

憇
交
替
時
間
機
械
連
轉
の
速
力
、
勞
働
の
細
別
の
如
き 

ノ

之
に
當
る
も
の
な
る
が
、
是
等
：は
工
場
に
現
存
す
る

狀 
|

況
を
知
悉
す
る
勞
働
者
委
員
會
の
助
力
に
依
て
決
定
す 

る
を
至
當
ヾ」

し
、
勞
働
«

亦
生
産
高
R

li

す
る
狀
況
.を 

顧
み
て
、
之
を
決
定
す
可
&

を
以
て
、
©
ら
資
本
勞
働 

|

の
協
拫
を
促
し
、
勞
«

に
對
す
る
^

#

の
«
用
を
潘
約 

\

す
る
に
雛
か
ら
-

ず
。

| 

•
或
る
產
業
代
於
て
其
組
織
又
は
仕
事
の
狀
況
固
定
せ 

ず
、
生
産
技
術
に
改
.提
の
行
は
れ
て
已
ま
ざ
る
も
の
あ 

\

り
と
す
れ
ば
、
當
事
密
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
や 

假
に
傭
者
が
生
産
*
節
約
の
目
的
を
以
て
機
械
又
は
技 

術
を
應
用
す
るVJ

す
る
も
、
之
に
伴
つ
て
生
ず
る
利
益 

を
鄉
占
せ
ん
ど
す
る
も
の
に
非
ず
、
代
價
を
低
減
し
て 

'

競
爭
上
に
布
利
な
る
地
位
を
收
め
、
物
资
に
對
す
る
说

:

耍
を
財
加
し
て
、
益
々
生
產
费
の
低
減
を
期
す
る
乙 

(
【

三
五一

)

雜
錄
英
國
に
於
け
る
戦
咕
の
爲
不
资 

笫

卜

波

5
 

^



第
十一

怨

a

三M
i

l
)

雜

錄
英
阐
に
於
け
る
戦
昉
の
分
働
不
安

〇

あ
る
可
く
、

一
方
に
新
機
械
新
技
術
を
應
>|
]

し
て
、
與 

勞
働
讲
に
及
ぼ
す
利
®

の

衝

突

を

紱

和

す

る

に

は

"

或 

る
勞
働
潘
を
®

ん
で
之
に
高
給
を
與
へ
、
新
方
而
の
礙 

業
に
當
ら
し
む
る
を
必
耍
ビ
す
可
し
。
故
に
傭
者
に
及
. 

ぼ
す
影
響
^

紗
言
す
れ
ば
、
生
產
费
の
低
減
(<
.

爲
6

、
 

物
價
の
低
落
需
要
の
增
加V

J
爲
り
、
勞
働
潘
使
用
數
減 

少
し
て
、
賃
鈒
豐
甯
ビ
爲
り
、
利
潤
の
增
加
ビ
爲
る
可 

し
。
次
に
其
勞
働
#

に

及

ぼ

す

影

響

を

考

ふ

る

に

"

一 

部
の
勞
働
潘
は
賃
鈒
の
上
進
を
來
し
"
又
勞
働
に
安
樂 

な
る
を
得
べ
し
と
雖
も
、
成
る
勞
働
潘
は
事
業
ょ
り
排 

除
せ
ら
‘

る
可
し
。
.是
等
の
勞
働
潘
は
自
ら
他
の
辦
業
に 

使
役
せ
ら
る
可
し
と
雖
も
、

一

時
失
業
の
，狀
態
に
陷
る 

は
巳
む
を
得
ざ
る
所
に
し
て
、
到
®
多
少
の
困
難
を
免 

か
れ
す
。
玆
に
於
て
か
勞
働
*
は
生
産
商
を
僩
限
し
て 

勞
働
に
對
す
る
辦
耍
の
增
進
を
謀
る
可
ぐ
、
此
方
針
に 

し
て
固
守
せ
ら
れ
ん
か
、
結
屈
勞
働
者s

身
に
も
不
利 

益
を
及
ぼ
す
に
至
る
可
し
。
苦
し
も
新
機
诚
に
し
て
自 

動
的
作
用
b

爲
す
も
の
な
ら
ん
炉
、
之
を
述
轉
す
る
U

耍
す
る
熟
練
勞
働
济
は
少
數
に
し
て
"
半
熟
練
又
は
不 

熟
練
勞
働
洛
を
以
て
琳
に
常
ら
し
む
る
を
得
る
が
故
に 

此
結
染
と
^

て(
| 

)

少
數
の
熟
練
勞
®
济
が
多
數
の
不 

熟
練
勞
働
瀵
と
相
並
ん
で
仕
事
に
就
き(

一5

槭
の
設 

計
製
造
^
多
數
の
熟
線
機
槭
エ
を
必
喪
S
し(

三)

勞
働 

潘
の
有
す
る
熟
線
の
標
準
は
常
に
同
一
の
仕
事
に
從
ふ 

が
爲
め
に
、
低
下
す
る
を
免
か
れ
-

ざ
る
可
し
。

.

故
に
新
機
械
又
は
新
a

■

の
應
用
R

依
て
、
勞
働
に 

對
す
る
需
婴
の
減
少
せ
ん
ど
す
る
場
合
に
は
、
.其
對
策 

,

と
し
て(

一)

俯
者
は
其
龠
訐
上
に
及
ぼ
す
刺
益
、
現
在 

の
生
産
高
に
對
し
て
使
役
せ
，ら
る
、
勞
働
に
於
け
る
節 

約
、
代
價
低
落
の
'爲
め
に
生
す
る
需
要
の
增
加
ヽ
新
資 

本
の
增
加
額
、
勞
働
者
に
及
ぼ
す一

時
的
影
響
等
に
就 

て
正
確
な
る
觀
測
を
爲
す
可
く
、

(

一一)

以

上

の

®

測
は 

傭
者
併
に
勞
■
潘
に
於
て
共
に
之
を
攻
殳
し
、
Q

5

W

 

當
事
遨
に
公
：半
な
る
協
定
を
爲
し
、
.資
本
家
は
一
時
新 

方
法
の
危
險
を
言
す
も
"

之
に
伴
ふ
利
益
?:

收
め
、
勞 

働
者
は
.

一

1
-

時
®

要
を
減
^

:

る
も
、
終
局
に
於
モ
之
を
恢

復
す
る
の
訐
を
立
て(

四)
I

時
失
業
し
た
る
勞
働

者
は 

如
何
な
る
程
度
ま
で
失
業
保

險
又
は
生
產
高
の
增
加

に 

»c

て
、
指
.®

^

免

か

る

、
を

得

る
や
を

考
it

せ
ざ
る

可 

か

ら

ず

。

或

は

斯

る

新

機

械

又

は

新
！！

码

が

内

外

國

に 

於
け
る
新
會
社
に
依
て
採
用
せ
ち
れ
、

藥
業
に
成
功
を
一 

，陴
せ
ん
か
、
舊
狀
態
に
於
け
る
資
本
勞
働
は
共
に
有
*

 

な
る
影
響
を
|

漱6
"

勞

働

漭

.は

失

業

保

險

に

依

て

間

接 

の
補
®

を
收
む
る
の
外
に
、
賠
偾
を
得
る
こV

J*

だ
困 

-
な
る

可
し
。
 

、
 

\ 

以
上
の
提
案
を
爲
す
に
當
6

、
吾
人
は
禅
ら
組
織
あ
一 

り
、
生
産
に
標
準
ぁ
ぅ
、
仕
事
に
规
雜
ぁ
る
製
造
業
に 

.

就
て
立
論
し
た
6

.

。
隨
て
從
業
翁
の
*
だ
し
く
分
散
せ 

る
運
送
業
の
如
き
に
右
の
提
案
を
適
用
す
る
は
、
.

頗

る

\ 

困
雛
な
：れ
ど
も
、
是
等
の
事
業
に
對
し
て
も
亦
梵
し
く 

異
な
れ
る
事
情
を
參
酌
しV

、

以
て
協
同
の
原
則
を
適 

用
せ
ざ
る

可
か
ら
ず
。
即
ち
傭
潘
は一.

定
の
她
方
に
於 

<
一
 

の
事
業
に
就
て
組
合
を
組
織
し
、
E

に
.

一
の
#
槳 

に
於
け
る

全
國
⑩
合
會
各
椾
事
業
の
地
方
聯
合
會
併
に

.#

事
業
に
一
日
一
る
全
國
聯
合
會
に
其
組
織
を
及
ぼ
すV

J

典 

に
、̂

#

者
亦
之
に
!|
1

す
る
«1

合
併
に
«
合
會
を
組
織 

し
、
雨
漭
の
代
表
機
關
ょ
り
エ
業
紛
«

調
«

會
を
_
成 

し

て

、

以

て

仲

載

の

任

に

當

ら

し

め

"

國

家

は

觉

し

く 

是
等
If
f

l

體
を
公
認
す
る
を
以
て
、
.现
行
產
業
組
織
に
對 

す
る
改
良
の
方
法
.<
£

す
可
し
0 

四
戰
後
の
施
設 

(
一
)

丘
ハ
員
の
險
隊
.
戦
後
に
於
け
る
英
員
の
除
隊
に 

對
し
て
は
、
充
分
な
る
組
織
を
設
く
る
に
非
ざ
れ
ば
、
 

大
な
る
利
«

の
衝
突
を
生
す
る
に
¥

ー
る
可
し
。
例
へ
ば 

兵
員
が
漸
次
^

を
逐
ふV

.

除
隊
せ
ら
る
y

場
合
に
は
最 

初
に
隊
除
，せ
ら
れ
た
る
著
は
容
舄
に
職
業
に
就
く
を
得 

ベ
し
と
雖
も
後
に
除
隊
せ
ら
れ
た
る
港
は
必
す
し
も
然 

る
能
は
ず
、
此
間
R

於

け

.
る

不

公

平

は

之

?:
如

何

せ

ん
 

と
す
る
や
。
又
除
隊
兵
が
職
業
に
就
く
場
合
に
は
、
戰 

時

勞

働

者

の

不

足

忆

乘

じ

て

、
，
職

業

に

就

く

?:
得

た

る 

半
熟
雜
不
熟
練
勞
働
者
苦
し
C

は
婦
人
の
如
き
は
失
業 

著
た
ら
ざ
七
を
得
ず
、
彼
等
に
對
し
て
は
如
何
な
る
取
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三)

雜
.

錄
英
阀
に
於
け
，る贼陆の努锄不安



英
[i
l

L

i

於
け
る
戦
時
の
勞
慟
不
安

站
十
號

一
〇
四

扱
を
爲
さ
ん
と

す

る

や

、

將
た
又
半
ば
癒
疾
潘
ビ
篇
れ 

る
英
卒
^
對
し
で
は
如
何
な
る
職
業
を
與
べ
て
其
生
活 

を
全
ふ
せ
し
む
可
き
や

、

共
に
重
要
な
る
問
題
に
し
て 

之
を
處
理
す
る
爲
め
、
諸
地
方
に
地
方
擧
務
局
を
設
け 

俯
潘
併
に
勞
働
者
を
委
員
の
多
數
に
充
て
、
職
爭
の
爲 

め
に
或
は
軍
欝
品
製
造
の
爲
め
、

一
旦
職
業
を
棄
て
>
 

戰
後
之
に
復
せ
.ん
ど
す
る
卷
に
職
業
を
授
く
る
の
計
を 

謂
せ
し
め
ん
S

す
る
の
說
あ
る
所
以
な
6

。
(

ニ)

戰
爭V」

共
に
終
る
可
き
特
殊
の
約
定
。
政
府
は 

戰
時
職
工
組
合
V

J

a

々
の
約
定
を
爲
し
、
或
は
生
産
に 

關
す
る
職
工
組
合
の
制
限
的
條
S

、
.
仕

事

に

於

け

る

差 

別
の
緩
和
を
求
め
而
し
て
戦
.

爭

終

烛

の

後

'に

は

總

て

是 

等

の

讓

步

は

消

滅

し

て

、

戰

前

の

狀

態

に

復

歸

す

る

.の 

條

件

を

付

し

た
6

。
.故

に

將

來

發

生

す

可

き

事

件

に

關 

し
て
は
、
何
等
疑
を
挾
む
可
き
も
の
な
き
が
如
乙
ビ
雖 

も
、
戰
時
多
數
のH

場
ば
新
型
'の
機
械
道
具
を
應
.用
し 

事
情
の
戰
前
ビ
異
な
.

る
も
の
を
生
じ
、
賃
龈
其
他
勞
働
. 

條
伸
R

i]

し
て
條
件
を
改
め
.

ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
れ

り

。
平
和
恢
復
の
曉
に
は
一
昉
小
ノ
な
ぐ
と
も

^

際
間
に 

久

な

る
r

I l
sr
^f
:

じ

、

產
1 :
■，の

繁

昌

を

吿

ぐ

る

が

如

し
 

ど

雖

も

、

同

時

^

國

際

間

の

競

带

は

熾

烈

ど

爲

る

可

し
 

吾

人

に

し

て
新

設

備

を

利

用

せ

んか
必

ず

し

も

將

來

を
 

悲

観

す

る

を

要

せ

す

、

傭

者

幷

に

勞

働

*

が

舊

時

の

約
 

定

を

；典

考

し

、

双

方

に

適

す

る

條

件

の

下

に

、

生

産

の
 

墙

加

を

期

し

て

、

需

要

の

塯

加
に

當
る
を
以

て

急

務

と 

す

可

し
0

(

三
¥

和
成
立
に
對
す
る
準
備
。
平
和
成
立
の
際
に 

は
商
工
業
に
變
動
の
起
る
乙
と
當
.然
な
る
を
以

て

、
內 

國
に
於
て

斯
業
に
®

©

の
豐
富
な
る

人

士

を
し
て

市
場 

原
料
品
の
供
給
.

、'
金
融
上
の
狀
況
等
を
資
料V」

し
て
、
 

內
外
資
易
に
關
す

る

舰
測
を
試
み
し
め
、

之
を
勞
働
潘 

の
^'
表
考U

示
す
と
典
に
、
資
本
家
勞
働
洛
を
し
て
將 

來
に
.

處
す
る
の
遨
を
攻
究
せ
し
む
可
し
。

麗

1

1
1没

1

M

1

I

佛

國
人
口
の

將

來(

下)

阿

部

秀

助

怫
圃
人
口
の
將
來
に
關
し
て
、
殊
に
直
接
の
利
害
關

\

 

係
を
有
す
る
も
の
は
同
國
の
陸
海
軍
に
し
て
、
現

に

其

| 

要
求
數
を
辦
ら
す
Y」

V
J

能
は
ざ
る
困
雛
ば
年
タ
大
な
一 

り
、
其
結
粜
ヽ
肉
®

上
、
精
神
上
不
合
格
者
ビ
し
て
除 

隊
せ
ら
.

れ
し
も
の
が
再
び
軍
籍
に
覦
入
せ
ら
れ
し
も
の

\

 

あ
り
、
即
ち
千
九
西
九
年
春
の
調
沓
に
<

ょ

れ

ば

健

全

な

I 

る
體
格
を
有
す
石
も
の
は
只
だ
僅
か
に
五
十
ニ
與
一
千
一 

人
に
.し
て
法
律
上
の
慕
集
規
定
た
る
五
十
七
萬
人
に
及 

ば
'ざ

る

こ

と

四
萵
九
千
人
に
達
f

、
而
し
て
同
國
は 

以
上
锥
事
上
の
缺
陷
を
充
た
さ
ん
が
爲
め
^

:

史
.

に

「

セ 

ネ
ガ
.

ル」

及

「

ス

ー

ダ

ン

」

方

而

ょ

り

土

着

の

土

人

を 

以
て
一
種
の
殖
民
®

を
編
成
せ
し
む
る
切
已
む
を
得
ざ
，

.

.第十

-1

卷」
.(

1
三
班

2£
1

雜
：「

，
錄
：

.

佛
國
人

H
0:
將
：來

る
に
至
れ
'

^

、
斯
く
'0

如
，ぐ
«-

國

の

大

忠

た

る

人

ロ

»

 

少
の
理
由
に
就
き
て
は
世
人
の
傅
ふ
る
も
の
一
に
し
て 

足
ら
す
、
.或
者
は
之
れ
を
以
て
餘
ぅ
に
租
稅
殊
に
間
接 

桃
の
負
擔
が
過
大
な
る
に
歸
す
る
も
の
あ
る
も
、
然
か 

も「

ル
ヰ
、
フ
ル
リ
ッ
プ」

及「

ナ
ポ
レ

オ

ン」

三
世
の
時
代 

に
あ
ぅ
て
其
视
率
た
る
や
遥
か
に
今
日
の
及
ぶ
處
に
あ 

.

ら

ず

、

殊

に

食

•鹽

の

如

き

は

三

倍

砂

糖

は

ニ

倍

の

高

率 

を
有
せ
し
も
、
之
れ
が
出

產
數
は
今
日
の
七

十

五
萬
に 

對
し
て
百
离
に
達
せ
し
も
の
な
6

と
す
、
又
、
現
時
に 

あ

^
，
て

も

「

ブ

リ

タ

ニ

ー
し
方
面
に
於
け
る
間
接
稅
の
如 

き
は
自
餘
の
佛
蘭
西
各
部
に
比
し
て
礙
るV

J

も
劣
る
も 

の
な
き
に
不
拘
、
此
方
面
の
出
産
率
は
此
較
的
大
な
る 

を
以
て
し
て
も
、
斯
く
の
如
き
假
定
說
.の
成
立
せ
ざ
る 

こ
，と
を
知
る
を
得
可
し
、
M

に
.

第

.

】
一

の

論

點

は

出

産

率 

&

少
の
麻
因
を
.

以
て
同
|1
:
^
_

於
げ
る
酒
賴
中
«
に
歸
す 

る
も
の
あ
る
ち
之
れ
亦
た
.

誤
れ
る
議
論
れ
る
こ

マ

」

は
、
 

現
に
同
國
に
於
け
る「

フ
，
一
ス
テ
ル」

.其
他
二
三
の
州 

に
あ
&

て
は
ま
_

の
消
«

_

»

だ
大
な
る
に
不
拘
、
之

.

.

.  
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